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〔７〕 通算規定の設計上の留意点は

Case 当社では、私傷病休職後、復職してもすぐまた欠勤と

なる者への対応として、通算規定を入れようと思うので

すが、不利益変更の論点は別にして、設計する上でどういうことに留

意したらよいですか。

◆ ポ イ ン ト ◆

・多くの企業の私傷病休職制度は病気・ケガ単位です。その中

で精神疾患は同じ病気（症状）でも別の病名がついたりする

ので、「同一又は類似の傷病」としておくことが必要です。

・通算期間も、最低３か月、できれば１年にしたいです。通算

する休務の要件も明確にしておく必要があります。「通算す

る休職期間」が「前の休職期間」であることを、明確にして

おく必要があります。

解 説

１ 通算規定の意味

多くの企業は、病気やケガを単位に私傷病休職制度を設計していま

す。筆者は、私傷病休職制度を（病気やケガ単位ではなく）従業員単

位にしてもよいと考えます。従業員単位の場合、どんな病気やケガで

も当該従業員がこの会社でトータルで休職できるのは、例えば３年と

かにするのです（私傷病休職制度の任意性）。もっとも、多くの企業で

は、そのように割り切らず、病気・ケガ単位で設計します。
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３ 主治医関係

〔45〕 主治医が復職可能と診断しているが、休職者がSNSで

診断内容と矛盾した投稿をしている場合は

Case 統合失調症に罹患し休職中の休職者が、復職の申出を

し、主治医が作成した「復職可能」と書かれた診断書も

提出しています。しかし、休職者は、SNSで統合失調症の影響と思わ

れる攻撃的な投稿や、妄想に基づくと思われる投稿を現在まで継続し

ています。このような場合には、どのように対処すべきでしょうか。

◆ ポ イ ン ト ◆

・SNSの投稿を主治医が正しく把握していない可能性がありま

す。産業医に相談し、そのような投稿を踏まえても、復職可

能といえるのかについて、医学的な見解を聞きましょう。

・主治医に対しても、診療情報提供依頼などをし、そのような

投稿がされている事実を伝えた上で、見解を改めて確認する

ことが考えられます。

・休職者のSNSの投稿を、復職判断の材料とする際は、証拠保

全及び本人の特定の点について注意しましょう。

解 説

１ 主治医の診断書の位置付け

まず、前提として、復職の判断を行う主体は使用者である会社であ

るということをしっかりと押さえましょう。主治医の診断書は、あく
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２ 産業医関係

〔40〕 復職可否の判断の場面で産業医の意見を求める際に留

意すべき点とは

Case 社員が診断書を提出してきましたが、その内容に疑問

があるため、産業医にも意見を求めることを考えていま

す。復職判定の場面において、会社担当者が産業医の意見や診断を求

める際に留意しておくべき点はありますか。

◆ ポ イ ン ト ◆

・産業医は、業務内容等を把握しやすい立場にあり職場と労働

者の健康の関係性という観点からの判断が期待できる一方、

社員を継続的に診てきたわけではありません。

・そのため、事前に主治医を通じ診療情報を得ておくこと、会

社から休職以前の行動等を情報共有しておくことが重要で

す。また、会社担当者や上司らと連携をとった対応（例えば、

職場や業務をみてもらい理解を深める、復職判定やリハビリ

勤務について協議する）等も望まれます。

・診断方法は、社員との直接面談の機会（十分な回数・時間で

あることが望まれます。）を設けた上で適切な状況把握に努

めることが肝要です。

・なお、産業医が社員の罹患する病気の専門医ではない場合に

は、産業医から専門医を推薦してもらい診断をしてもらうこ

とが考えられます。
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２ 休職命令発令書、休職期間延長通知書

※以下２〜７の書式においての「休職規程」の条数は、前掲１の「〇

休職規程」に対応しています。

〇休職命令発令書（私傷病休職） DL

令和〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇 〇〇 殿

株式会社〇〇〇〇

人事部長 〇〇 〇〇

休職命令発令書

貴殿には、休職規程第２条第１号（「勤続１年以上の社員が業務外の傷

病によって連続１か月欠勤したとき」）の休職事由が認められることか

ら、同条に基づき、休職を命じます。

休職期間は、休職規程第３条第１項第１号の定めに基づき、令和〇〇

年〇〇月〇〇日より令和△△年△△月△△日までとなります。

休職期間中の処遇等は、休職規程第６条の定めるところによります。

健康回復に十分ご留意され、元気に職場復帰されることを祈念してお

ります。休職期間途中健康が回復され職場復帰可能となったときには、

人事部〇〇宛て（03―〇〇〇〇―〇〇〇〇）にご連絡ください。

以 上
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